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平成28年度保険料率に関する論点について 

１．28年度保険料率 

   28年度保険料率についてどのように考えるべきか。 

○ 直近の５年収支見通し（27年９月試算）等も踏まえて、28年度保険料率についてどう考えるか。 

２．激変緩和措置 

   28年度の激変緩和措置についてどのように考えるべきか。 

○ 28年度の激変緩和率についてどう考えるか。※平成27年度の激変緩和率は3.0／10 
 
     ① 現時点の激変緩和措置の期限である平成32年3月31日までに激変緩和率を均等に引き上げる場合は、毎年度1.4／10ずつ 

引き上げる必要があり、平成28年度は4.4／10となる。 
 
     ② 今年5月に成立した医療保険制度改革法により、激変緩和措置の期限を引き延ばす（最長平成36年3月31日まで）と、激変

緩和率の引き上げを緩やかにすることができる。  

３．変更時期 

   保険料率の変更時期は、４月納付分からでよいか。 

①10％に据え置き         ☆長いスパンで安定的な運営が可能となる。  

              ★今後5年間は、法定準備金の2倍を超える準備金を保有し続けることとなる。 
 

②9.7％に引き下げ       ☆Ｈ28年度の単年度収支が均衡する。 
                ★賃金上昇率が0％のケースでは、Ｈ31年度の準備金残高が、法定準備金を下回る。 
 

③9.8％に引き下げ       ☆賃金上昇率が0％のケースでも、5年後の法定準備金は確保できる。 
                ★賃金上昇率がいずれのケースであっても、Ｈ29年度以降の収支が赤字となる。 
 

  ※②、③の場合、近い将来の保険料引き上げが必要と見込まれる。 

2 


